
川内原子力発電所に関する地元関係者及び事業者との意見交換 
 
 
 
 
１．日時  平成30年10月26日（金）12：30～14：30 

 

２．場所  鹿児島県原子力防災センター 

 

３．議題 

（１）現場視察を踏まえた事業者との意見交換 

（２）地元関係者との意見交換 

 

４．配布資料 

（１）出席者一覧 

（２）座席表 

（３）委員による現場視察及び地元関係者との意見交換について（平成29年11月15日原子力 

規制委員会資料） 

 



 
出席者一覧（敬称略） 

 
＜原子力規制委員会＞ 
山中
やまなか

 伸
しん

介
すけ

 委員 
伴
ばん

  信彦
のぶひこ

 委員 
  

＜地元関係者＞ 
三反園
み た ぞ の

訓
さとし

 鹿児島県 知事 
大園
おおぞの

 清
きよ

信
のぶ

 鹿児島県 県議会副議長 
岩切
いわきり

 秀
ひで

雄
お

 薩摩川内市 市長 
新原
にいはら

 春二
は る じ

 薩摩川内市 市議会議長 
中屋
な か や

 謙治
け ん じ

 いちき串木野市 副市長 
平石
ひらいし

 耕二
こ う じ

 いちき串木野市 市議会議長 
西平
にしひら

 良将
よしまさ

 阿久根市 市長 
野畑
の ば た

 直
すなお

 阿久根市 市議会副議長 
松永
まつなが

 範芳
のりよし

 鹿児島市 副市長 
星野
ほ し の

 泰啓
やすひろ

 鹿児島市 危機管理局長 
東畠
ひがしはた

 賢一
けんいち

 出水市 政策経営部 安全安心推進課長 
宮路
み や じ

 高光
たかみつ

 日置市 市長 
並
なみ

松
まつ

 安文
やすふみ

 日置市 市議会議長 
庄村
しょうむら

 幸輝
ゆきてる

 姶良市 危機管理監 兼 危機管理課長 
上野
う え の

 俊市
しゅんいち

 さつま町 副町長 
﨑野
さ き の

 裕二
ゆ う じ

 さつま町 総務課長 
杉原
すぎはら

 幸弘
ゆきひろ

 長島町 総務課長 
  

＜九州電力株式会社＞ 
池辺
い け べ

 和弘
かずひろ

 代表取締役社長執行役員 
中村
なかむら

 明
あきら

 取締役常務執行役員 
豊嶋
とよしま

 直
なお

幸
ゆき

 取締役常務執行役員 原子力発電本部長 
藤本
ふじもと

 淳一
じゅんいち

 上席執行役員 立地コミュニケーション本部長 
藤原
ふじわら

 伸彦
のぶひこ

 執行役員 川内原子力総合事務所長 
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カメラ ○

○

○
藤本 九州電力
立地ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部長

豊嶋 九州電力
原子力発電本部長

藤原 九州電力
川内原子力総合事務所長

○
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関広報室長
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委員による現場視察及び地元関係者との意見交換について 

 
平成２９年１１月１５日 

原子力規制委員会 
 
 

平成２９年１１月１日の第４７回原子力規制委員会における議論（原子力規

制委員会５年間の振り返りについて）を踏まえ、今後、以下の要領により、委員

による原子力施設の視察及び地元関係者との意見交換を行うこととする。 
 
１．基本方針 
今後の継続的な取り組みとして、委員は手分けして国内の原子力施設を訪問

し、現場の状況を把握する。併せて、現地のオフサイトセンターにおいて、当該

原子力施設に関する規制上の諸問題について、被規制者に加えて希望のある地

元関係者を交えた意見交換を行う。 
 
２．対象施設 
 新規制基準適合性に関する許可を受けた原子力発電施設を中心とする。 
 
３．意見交換の形式 

① 現地のオフサイトセンターにおいて、｢施設の状況等に関する委員と被規

制者との議論｣及び｢地元関係者を交えての意見交換｣を行う。 
② 地元関係者としては、ＵＰＺ圏内の道府県及び市町村を代表する者及びそ

の者が選んだ追加１名までの参加を募ることとする。 
 
４．公開方針 
オフサイトセンターにおける意見交換については、資料、議事録、動画を会議

終了後に公開する。また、報道機関による傍聴を可能とする。 
 
５．他の活動との関係 
本取り組みの導入に合わせ、別途東京で月１回の頻度で実施している経営責

任者との意見交換の頻度を見直すとともに、被規制者の経営責任者が現地意見

交換等に参加する場合、東京での意見交換を省略するものとする。 

（平成 29 年 11 月 15 日原子力規制委員会資料） 


